
高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則（抜粋）  

 

 （事業認可の申請）  

第１０条  終身賃貸事業者は、法第５２条の認可の申請を当該賃貸住宅に係る

法第５条第１項の登録の申請と併せて行う場合であって、省令第３２条第２

項第１号に規定する場合には、同号に掲げる図書の添付を省略することがで

きる。  

 （事業の認可の通知） 

第１１条  法第５５条の規定による事業の認可の通知は、事業認可通知書（様

式第９号）により行うものとする。  

（事業変更認可申請書等） 

第１２条  法第５６条第１項の規定による認可の申請は、事業変更認可申請

書（様式第１０号）により行わなければならない。  

２  法第５６条第２項において準用する法第５５条の規定による通知は、事業

変更認可通知書（様式第１１号）により行うものとする。  

（終身建物賃貸借解約申入承認申請書等）  

第１３条  法第５８条第１項の承認を受けようとする認可事業者は、終身建

物賃貸借解約申入承認申請書（様式第１２号）により、市長に申請しなけ

ればならない。  

２  市長は、前項の承認をしたときは、終身建物賃貸借解約申入承認通知書

（様式第１３号）により、当該申請をした者に通知するものとする。  

 （認可住宅管理状況報告書） 

第１４条  認可事業者は、法第６６条の規定による管理の状況についての報

告の求めがあったときは、認可住宅管理状況報告書（様式第１４号）によ

り、市長に報告しなければならない。  

 （認可事業者地位承継届出書等） 

第１５条  法第６７条第２項の規定による届出は、認可事業者地位承継届出

書（様式第１５号）により行わなければならない。  

２  法第６７条第３項の承認を受けようとする者は、認可事業者地位承継承

認申請書（様式第１６号）により、市長に申請しなければならない。  



３  市長は、前項の承認をしたときは、認可事業者地位承継承認通知書（様式

第１７号）により、当該申請をした者に通知するものとする。  

 （事業認可取消通知書） 

第１６条  法第６９条第２項において準用する法第５５条の規定による通知は、

事業認可取消通知書（様式第１８号）により行うものとする。  

 （事業廃止届出書）  

第１７条  法第７０条第１項の規定による事業の廃止の届出は、事業廃止届出

書（様式第１９号）により行わなければならない。


